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 平 素 か ら 、 東 北 ・ 北 海 道 の 農 業 農 村 整 備 事 業 の 推 進 、 東 日 本 大 震 災

か ら の 復 興 に つ き ま し て 、 格 別 の ご 配 慮 を 賜 り 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま

す 。  

ま た 、 農 林 水 産 省 に お か れ ま し て は 、 東 北 ・ 北 海 道 を は じ め と す る

生 産 現 場 の 切 実 な 要 望 を 踏 ま え 、 平 成 29 年 度 補 正 予 算 と 平 成 30 年 度

当 初 予 算 を 合 わ せ て ５ ， ８ ０ ０ 億 円 の 土 地 改 良 予 算 を 確 保 し て い た だ

き 、 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 現 在 、 農 業 ・ 農 村 で は 、 本 格 的 な 人 口 減 少 社 会 の 到 来 に よ っ て 、 過

疎 化 や 高 齢 化 、 担 い 手 不 足 等 に よ る 農 地 の 荒 廃 が 進 み 、 農 地 ・ 農 業 水

利 施 設 の 管 理 や 営 農 の 継 続 が 困 難 に な っ て き て お り 、 今 後 更 に 進 ん で

い く こ と が 想 定 さ れ ま す 。  

農 業 を 次 世 代 の 担 い 手 に と っ て 魅 力 あ る 産 業 と し て い く た め に は 、

儲 か る 農 業 を 目 指 し た 高 収 益 作 物 の 導 入 推 進 や 低 コ ス ト 化 、 農 地 の 集

積 、 大 区 画 化 、 汎 用 化 等 の 農 地 整 備 、 将 来 を 見 越 し た 適 時 適 切 な 農 業

水 利 施 設 等 の 維 持 補 修 ・ 更 新 が 必 要 と な っ て い ま す 。 加 え て 、 た め 池

を 含 む 農 業 水 利 施 設 等 の 老 朽 化 が 進 む 中 、 大 規 模 地 震 の 発 生 や 、 気 候

変 動 に よ る 豪 雨 災 害 が 多 発 し て お り 、 国 民 の 生 命 と 財 産 を 守 る た め に

も 、 た め 池 等 の 耐 震 化 や 洪 水 被 害 防 止 対 策 な ど の 農 村 地 域 の 防 災 ・ 減

災 対 策 の 推 進 が 重 要 な 課 題 と な っ て い ま す 。  

さ ら に 、 東 日 本 大 震 災 や 豪 雨 災 害 の 被 災 地 の 農 業 再 生 に 向 け て 、 引

き 続 き 、 復 旧 ・ 復 興 事 業 を 着 実 に 進 め て い く 必 要 が あ り ま す 。  

こ う し た 状 況 の 下 、 我 が 国 最 大 の 食 料 供 給 基 地 で あ る 東 北 ・ 北 海 道

の 農 業 農 村 の 持 続 的 な 発 展 を 万 全 な も の と す る た め に は 、 被 災 地 の 早

期 復 興 は も と よ り 、 改 正 土 地 改 良 法 の 主 旨 を 踏 ま え な が ら 新 た な 農 業

政 策 の 実 現 に 向 け 、 そ れ ぞ れ の 地 域 特 性 に 合 っ た 、 高 い 農 業 生 産 力 を

十 分 に 発 揮 出 来 る 条 件 を 整 え る こ と が 必 要 不 可 欠 で あ る と 考 え ま す 。  

 つ き ま し て は 、 農 業 農 村 整 備 事 業 の 安 定 的 か つ 計 画 的 な 実 施 の た

め 、 予 算 の 確 保 、 諸 施 策 の 推 進 、 東 日 本 大 震 災 か ら の 再 生 ・ 復 興 に 関

し 、 次 の と お り 要 請 い た し ま す 。
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《農業農村整備関係》 

１．新たな農業政策の実現に向け、地域の要望に

十分応えられる安定した農業農村整備関連

当初予算の確保について（財務省・農林水産省）

農業競争力の強化のため、農地の大区画化や水田の畑地

化・汎用化、農用地集積の加速化、水利施設の更新・長寿命

化など地域の要望に十分応えられる予算額を平成 31 年度当

初予算で確保するよう強く要望する。 

２．農地整備事業等の計画的な実施に向けた、地

方負担を軽減する地方財政措置の拡充等の

支援について（農林水産省）

農地中間管理機構との連携強化や促進費の拡充により、農

地整備事業等の実施に対する地域要望が更に大きくなると

思われるが、市町村・都道府県の財政状況が厳しいことから、

事業実施に大きな影響を及ぼす可能性がある。そのため地方

財政措置の拡充など、改正土地改良法に基づく事業等を円滑

に進めるための支援を要望する。 
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３. 改正土地改良法の趣旨を踏まえ、土地改良

区組織運営の適正化に向けた支援について

（農林水産省）

改正土地改良法の施行に当たっては、具体的運用を早期に

提示するよう要望する。 

また、複式簿記会計導入が円滑に進むよう、関係機関が責

任を持って土地改良区へ資産評価のための施設情報を提供

するとともに、資産評価手法に係る研修や会計システム導入

等に伴い新たに発生する費用に係る助成措置など、必要な支

援を講ずるよう要望する。 

４．農業・農村の有する多面的機能の適切な発

揮に向けた、多面的機能支払制度の推進と

予算の確保について（財務省・農林水産省）

水土里ネットでは、地域の合意形成や共同管理を通じて

「農村協働力」を強化し、農村の地域資源を支えてきた。   

農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に発揮され

るよう、多面的機能支払制度による農地や水路、農道等の共

同活動等の推進に係る十分な予算を確保するよう要望する。 
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《東日本大震災関係》 

１．農地・農業用施設の復旧・復興整備に必要
な財政支援措置と十分な予算確保について 

（復興庁・財務省・農林水産省）

農地・農業用施設に係る復旧・復興事業が完了するまで、

平成 27 年６月に復興推進会議で決定された「平成 28 年度以

降の復旧・復興事業について」に基づく特例的な財政支援措

置を継続するとともに、復旧・復興を着実に進めるため、復

興交付金などの予算を十分に確保することを要望する。 
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